
小児救急医療体制の整備   



小児救急医療体制の取組状況調査について（結果）  

平成2 0年3月 3 日  

厚生労働省医政局指導課  

1 目的等   

小児救急医療体制の整備については、各都道府県においてその推進を図っていた  

だいているところであるが、平成19年9月12日に総務省行政評価局が公表した  

「小児医療に関する行政評価・監視」において、以下の勧告を受けたところ。   

厚生労働省としては、同勧告を踏まえ、小児救急医療体制の一層の整備に資するた  

め、各都道府県に対し、取組状況の調査を行った。  

等
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期 間：平成19年11月8日～平成19年11月30日  
時 点：平成19年9月1日現在  

方 法：調査票記入方式  

対 象：全47都道府県（衛生主管部局）  

3 結果（概要）  

（1）入院を要する小児救急医療体制の取組状況   

① 小児救急医療圏数  

調査の結果、全国の小児救急医療圏の数は378地区であった。これは昨年  

度より18地区（5県：石川県・三重県・岡山県・福岡県・宮崎県）の減であ  

った。  

（参考）「子ども・子育て応援プラン」策定時（平成16年度）における小児救急医療圏の数は  

404地区   
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② 小児救急医療体制の整備状況   

○ 常時診療体制が確保されている医療圏  

全国における小児救急医療圏のうち、小児科医の常勤又は宿直体制により、   

常時（24時間365日の意。以下同じ。）診療体制を確保しているものの割   

合は65％（245地区）であった。  

さらに、入院を要する小児救急医療機関にかかる患者の9割以上は軽症であ  

ると指摘されていることから、オンコール体制（より専門的な処置が必要な場   

合等に、小児科医が速やかに駆け付け対応する体制）によって、常時、診療体   

制を確保しているものを加えると、その割合は89％（338地区）となった。  

なお、今回の調査により、オンコール体制の大半において、′J、児科医が30   

分以内に病院に駆け付けられる体制を確保していることが判明した。   

○ 空白時間帯が存在する医療圏   

常時の診療体制が確保されていない（空白時間帯が存在する）ところは、計  

40地区であった。このうち、平成18年9月1日現在において、小児救急医  
療体制が「整備済」としていたものは14地区であった。  

（2）小児救急医療体制の好事例（主なもの）   

・医療圏の見直し  

二次医療圏をより広域化した／ト児救急医療圏を設定し、地域における小児  

救急医療体制の確保を行っている。  

t初期救急医療体制の充実  

二次医療機関等に初期救急を担う診療所を設置し、地元の開業医が初期診  

療を担当、二次医療機関等においては病院勤務医が二次救急を担当するなど  

の役割分担を実施し、病院勤務医の負担の軽減を図っている。  

二次医療機関等に開業医等が参集し、休日・夜間の救急診療に参加してい  

る。  

・国庫補助事業の活用  

小児救急地域医師研修事業による開業医の初期救急診療能力の向上や小児  

救急電話相談事業による保護者の不安解消など、各種補助事業の活用による  

総合的な取り組みを行っている。  

（了）   
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小児救急医療体制の整備状況（平成19年度）  

※「整備済」地区は、オンコール体制により常時診療体制を確保している地区を含   



4  

整備率別都道府県数（平成18年度）   
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入院を要する小児救急医療休制の取組状況  
「平ノ好Jク辛乱すJβ粛産ソ  

国庫補助事業整備地区  県単事業帯整  
入院医正  儀地区  オンコール体  

を要する  小児救急医療支援事業  小児救急医療拠点病院  （国立機関の  
（ニ次）  

医療圏数   
対応、地域独 自の取組によ  区   

より実施   より実施   

1北海道  21  21  8 （8）  8 （8）  13 （5）  13 （5）  21  】00l  2l  

Zt 森  6  6  1 （1）  1 （1）  ■  ‖＼  5  6  

3岩  手  9  9  1 （1）  1 （1）  11＼  8  9  

4宮 城  10  10  l （1）  l （1）  l  10≠  ロ  8  

5秋  田  8    2 （2）  2 （2）  2  29％  5  巳  

6山  形  4    1 （1）  1 （1）  l  川＼  6  7  

7福 島      l （1）  l （1）  2  2！摘  4  6  

8茨 城  9  12  2 （2）  2 （2）  6 （2）  6 （2）  3  ロ  92†i  n  

9栃 木  5  】0  3 （3）  3 （3）  3  30％  5  

10群  馬  10  5  4 （4）  4 （4）  4  80％  l  5  

11埼  玉    16  12 （12）  12 （t2）  4 （2）  4 （2）  16  100％  △4   12  

12干  葉  9  15  4 （月）  4 （4）  6 （3）  6 （3）  3   15  100％  15  

13東 京  13  13  12 （lZ）  △l（△1）  11（1】）  12  9ご＼  12  

14神奈川    14  12 （12）  12 服）  2 （1）  2 （1）  14  1∝粍  14  

15新 潟  7    l （り  1 （り  l  1ヰl  5  6  

16冨 山  4  4  1 （1）  1 （1）  3   4  100％  4  

17石  川  4  4  l  25l  3  4  

18福 井  4  2  2 （：！）  2 （2）  2  100†i  2  

19山 梨  4    2 （：【）  2 （2）  2  100＼  2  

20長 野  10  10  l  10l  9  10  

21岐 阜  5  3 （2）  3 （2）  3  60＼  2  5  

ZZ雷一  同  8    9 （鋸  9 （9）  9  75％  2   △1   tO  

23愛 知  ‖    2 （2）  2 （2）  2  †8＼  ロ  8  

2ヰ三  重  4  10  2 （2）  1 （1）  3 （3）  4  7  70＼  ロ  tO  

25滋  文      6 （l；）  6 （6）  6  86＼  l   △1   6  

2t三乗 都  6  6  3 （：い  3 （3）  4  8？＼  △1   5  

27大 阪      10 （川）  10 （10）  10  9†l  

28兵 1事      11（＝）  11（11）  l （1）  12  100％  

29奈  良  5  2  2 （之）  2 （2）  2  】0（粍  

30和歌山      3 （3）  1 （1）  4 （4）  4  57＼  △】   4  

31鳥  取  3    2 （2）  2 （2）  100ち  

32島 檀  29＼  5  

33障玉  山  5  5  2 （Z）  2 （2）  60＼  

34広 島    14  3 （3）  3 （3）  8 （3）  8 （3）  【  93％  l   △1   【  

35山  口    8  1 （l）  △1（△1）  4 （2）  2 （l）  6 （3）  了5＼  2  

3（l徳  島  6    2 （2）  2 （2）  】 （り  1 （1）  100％  

37香 川    5  3 （3）  3 （3）  100l  

38愛 媛  6    2 （2）  2 （Z）  33％  4  

39高 知  4  4  1 （】）  1 （l）  25％  2  

40福 岡    4  2 （2）  2 （2）  2  100＼  

41佐  賀  5  5  100％  

42長 崎    9  1 （1）  l （1）  22％  

43熊 本  6 （3）  6 （3）  ∬I  

44大  分  10  10  3 1：3）  3 （3）  3 （1）  3 （1）  60l  ■  

45宮 崎    3  33％  2  

46鹿児島  12  12  3 （1）  3 （り  ユ3＼  8  

47沖 縄  p  5  4 ：4）  4 （4）  1 （l）  t （1）  100l  

計   川4（144）  61（28）  2 （1）  63 （29）  18   20  24  65％  108   △15  338  

※ 小児救急医療支援事♯の左数字は地区数、右（）数字は事業数である．  
※ 小児救急医療拠点病院の左数字は地区数、右（）数字はか所数である．  
※ 「国庫補助事業整備地区」及び「県単事業零整備地区」は19年度までの整備地区（予定を含む）を集計し、「小児救急医療支援事業」と r小児救急医療拠点病院」の量旗地区については、川、児救急医療拠点病院」の   

重複地区を除き、「県単事業零憂≠地層（国立機阻＝よる対応、地域独自の取組みによる対応含む）」及び「通常の輪番制で確保されている地区Jは、国ヰ補助事兼との重複地区を除き、「オンコール体制による確   
保」については国庫神助事業又は「県単事業等整傭地区（国立機l拙こよる対応、地域独自の取組みによる対応含む）」及び「通常の輪番制で確保されている地区」との壬横地区を除く。   
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常時の診療体制が確保されていない小児救急医療圏一覧  

新たに小児救急  

都道府県名  ニ次医療圏地区名  うち前回（18．9．1）   医療支援事業の 対象となったが  
空白時間帯のあ  具体的な対応内容   

黒川  

宮城県        仙台医療圏にて対応   登米      仙台医療圏にて対応   

る医療圏   

福島県  相双  匝♯の救急体制の中で対応   
他地域の医療機関への紹介零   

塩谷  近隣の医療罷の中核的病院等へ搬送  

近隣の医療㈹の中核的病院層へ搬送  

近隣の医療薗の中核的病院等へ搬送  

近憐の医療死の中核的病院等へ搬送  

三次医療機関（自治医大）で対応   

他医療圏の医療機関で対応  

茨城県  鹿行南部        栃木県           鹿沼         日光         南那須         小山  
中央  
児玉   圏域外の病院へ搬送  

深谷   圏域外の病院へ搬送  埼玉県             ○         ○       熊谷  ○    圏域外の病院へ搬送   
東京都  島しよ  

新潟県  県央  

桓よ医如基幹鰍ヘリによリ  

静岡県    ○    2次救急の当番病院へ搬送   北遠      接する西遼医療圏の病院へ搬送   
愛知県  尾張中部  広域2次数急医療体制により対応   

滋賀県  甲賀   

京都府  山城南   
○    ‖      ○    圏域内の救急告示病院や山城北送医療 圏の小児救急2次機関に搬送   

乗阪神  

西阪神  

三日】   

兵庫県  

西播磨   

但馬   

丹波  

有田  隣接する他圏域の医療機関で対応  

病院群輪番制の病院や賑欄偏 圏域の2次救急医療機関で対応              ○    圏域外に2次待機病院を設定し対応   北播磨  ○    北播磨′ト児救急医療t括センターが必 要に応じて受診医療機関を案内     ○    隣接圏域との連携     ○             他圏域の医療機関を利用  和歌山県           御坊    （〕  他圏域の医療機関で対応   

高梁・新見  近樟の圏域に搬送  

岡山県           真庭      近接の圏域に搬送   
広島市立舟入病院で対応  

広島県   佐伯大竹         庄原  ○    応急的に他の診療科の医師が対応し小 l科医を呼ぷ等。三次も対応   
玉名地区は熊本市内の小児救急医欄  

有明  点ホ院が対応。末尾地区は隣接権同県  
の大牟田市立総合病院が対応  

熊本県             鹿本      熊本市内の小児救急拠点病院で対応   

東国東  別杵速見医療圏内の病院を紹介・搬送  

日津  大分医療圏内の病院を紹介・搬送  
大分県  

大野  大分医療圏内の病院を紹介・搬送  

竹田直入  大分医療㈹内の病院を紹介・搬送  

宇佐高田  大分医療圏内の病院を紹介・搬送   

地区数計   40   14   l   
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小児救急医療体制の好事例として都道府県が紹介する事例一覧  

l北海道  なし   
2青森  なし   

○準夜間帯（18時から20暗まで）の小児初期救急の在宅当番医制の実施（H15～両磐医療臥H18から成人にも拡大）  
3岩手     ○ 既存の休日診療所を活用した準夜間帯（18時30分から21時まで）の小児初期救急医療の実施（H19．6～胆江医療圏）  

○ 小児科医の／くックアップの下での看護師のみによる夜間小児救急電話相談の実施（H16．10－全県対象、毎日19時から23暗まで）   
4宮城  なし   

5秋田  ・救急告示病院の小児科において、地域の小児科医の参画を得て小児夜間・休日診療を実施し、小児の初期救急医療体制の充実を図っている。   
6山形  なし   

・病院と診療所の連携による夜間小児救急医療事業（南相馬市立総合病院、公立相馬総合病院）   郡市医師会から南相馬市立総合病院に開業医を派遣してもらい 
、当病院において開業医が夜間の初期救急医療を実施する一方、当病院の  

勤粍医の負担を軽減し二次救急に専念することにより、初期救急医療体制と二次救急医環体制を効果的に確保している。  
7福島  

・小児救急医療整備支援事業（県単事業）  

小児救急電話相談事業により保護者の不安の解消を図るとともに、医師研修事業により、小児科以外の主に開業医が小児救急の診療能力を  
向上させるため研修事業を実施している。   

8茨城  なし   

9栃木  なし   

群馬県には10の二次医療圏があるが、県内を大きく4ブロック5地区に分けて広域の小児医療圏を設定している。  
二次医療圏ごとで維持・確保できない365日体制を、広域化することで維持し、地区の中に必ず小児科医師を配置する。  

10群馬        住居地の二次医療圏内で受診できないこともあるため、県民にとっては移動時聞が多いこともあるが、小児医療圏内で365日体制を整備することで  
安心1安全な小児医療提供体制を実現している。  
現在は5地区のうち4地区で小児救急医療支援事業を実施。   

11埼玉  なし   

○佐倉市が印旛市郡医師会の協力により「印旛市郡小児初期急病診療所」を遷宮し、印旛地域lこおける小児夜間救急をカバーしている。併せて、同   診療所がトリア 
ージ機能も有し、必要な患者を二次救急に照会している。  

二次救急体制については、大学病院など5病院が輪番により対応している。  
12千葉           ○東京女子医科大八千代医療センターの中に設置されている「やちよ夜間 小児急病センター」は、八千代医師会を中心に周辺市の医師も協力し夜  

問の小児救急に対応している。小児患者のトリアージも行い、重篤な場合は、 直ちに東京女子医科大八千代医療センターが対応する体制になって  
おり、より安心・安全な医療の提供を目指した体制が敷かれている。   

なし   

13東京    14神奈川  なし  15新潟  なし   

16富山  なし   
17石川  なし   
18福井  なし   

本県では小児科医が全県で100名程度しかおらず、また、地域的に偏在が敗者であるため、開業医と勤務医が協力して小児の初期救急を担うととも  
こ、病院が二次救急を分担する休制を整備することが必要である。  
このため、平成17年3月、県と市町村の共同事業として、全県を対象とした小児初期救急医療センターを甲府市内に整備し、小児科病院勤樺医と開  

19山梨           実直の連携の下、交替出務の方式で初期救急対応を行う体制をスタートした。  
センターの開設以来、多くの利用がなされ、平成18年度実績は18．293人にのぽり、子どもを持つ親のよりどころになるとともに、二次救急に加え、  

多くの初期救急患者が集中している病院勤務医の負担の軽減にも役立っている。  
更に、富士・東部地域に県内2箇所目のセンター設置に向けて、現在、協議進めてい 

長野県は小児初期医療体制の確保に重点を置き、小児患者の受診が集中する準夜帯に対応する、夜間の小児初期救急医療施設を地域の開業医  
等の協力により遷宮する施設を支援し、小児初期救急医療体制の整備を推進しているが、本年6月に開設した小児夜間急病センターでは、当初予想  

20長野        の2倍の1日平均14人の患者が利用しており、近隣病院の小児科勤務医の負担軽減に繋がっている。窮状が指摘されている小児救急の受け皿として  
住民ニーズに応えた形で高い評価を得ている。   
○小児夜間救急室の整備（西濃圏域）  

西濃圏域の小児一次救急体制として、大垣市民病院の救急室の一部を利用し、大垣市が夜間救急室を開設（未・土曜の18：00～22：00）  
21岐阜        ・小児救急については、大垣市民病院の救命救急センターに患者が集中していたが、一次救急室を開設することで一極集中を緩和  

・夜間救急室に参加する医師について、大垣市医師会以外の市・郡医師会の医師（内科医等を含む）にも協力を仰ぎ、恕域連携体制で対応  
・一次救急で対応困難な患者については、大垣市民病院の高次医療体制へ円滑に引継可能   

22静岡  特になし。   
23愛知  なし   

中勢伊賀保健医療圏内の津地域及び伊賀地域においては、小児救急医療拠点病院の国立病院機欄三重病院と輪番病院の岡波総合病院それぞれ  
24三重     の敷地内に小児を対象とした休日・夜間応急診療所を設置し、ここで救急患者の診察を行い、重症患者のみ当該病院へ転送するという方式を取ってい  

る。これによって初期救急患者と二次救急患者のトリアージが可能となり、各病院の勤務医が的隠に重症患者の診察を行うことのできる体制を構築し   
25滋賀  休日急患診療所等がない地域において、地域のほぼ全ての開業医が、拠点となっている病院での休日の救急診療に参加している〈   
26京都  なし   
27大阪  なし   

○阪神北広域こども急病センターの整備  
阪神北圏域の3市1町（伊丹市、宝塚市、川西市、猪名ノーl町）では、地元医師会などの出務協力を得て、夜間・休日の小児初期救急を行う「阪神北広…  

域こども急病センターjの開設の準備を進めている。平成20年4月に、伊丹市昆陽池にオープンする予定。兵庫県も、医師の派遣調整や運営主体とな雇  
28兵庫           る新設財田への基本財産の出椙等を行い、その設置を支援している。  

○小児救急医療研修事業  
小児科専門医以外の医師等の救急医機関係者に対する小児救急医療研修を実施している。   

県の中南和地域の檀原市休日夜間応急診療所が平日の深夜帯についても小児科医が常時対応することになり、それにあわせて、県の中南和地域の  
29奈良     全市町村に対し負担金を求め、他市町村の患者を積極的に受け入れるようになった。このことから、中南和地域の1次救急患者が今まで以上に檀原  

市休日夜間応急診療所に受診するようになり、これまで集中していた中南和の2次輪番病院の患者の集中が緩和された。   

和歌山市の夜間・休日応急診療センターを小児初期救急の拠点として、周辺の圏域の開業医、勤務医が、参加し、ローテーションで、深夜帯を含む、  
30和歌山     診療体制を提供し、他市町村を含めた、広域の受入を行っている。これに併せ、センターの近隣の病院が輪番をくんで後方支援を行っている。   
31鳥取  なし   
32島根  なし   

平成18年度から小児救急医療体制整備事業を実施、地域の小児科を専門としない医師の小児初期救急対応の研修を行うとともに  
33岡山     県内の5病院を小児救急医療支援病院に指定し、小児科の少ない地域の開業医との連携体制の強化を図っている。   
34広島  なし   
35山口  なし   
36徳島  南部の徳島赤十字病院において、医師の交代勤矧こより、24時間365日の小児救急医療体制を執っている。   
37香川  なし   
38愛媛  なし   
39高知  なし   

飯塚病院（地域連携ささえあい小児診療）筑豊地域の小児科開業医が、月に10～12日程度、休日夜間の準夜帯（19＝00～22＝00）に飯塚病院に出発し、当直小児科医と連携  
し小児科診療を実施。（病院独自の取り組み）  

※22：00以降は当直の小児科医で対応  

久留米地域川、児緻象医療支援事業）地域の小児科開業医、病院勤務医等が休日夜間の準夜帯（19：00－23：00）に聖マリア病院へ出務し、当直小児科医と連携し、小児  
40福岡  料診療を実施。（小児救急医環支援事業）  

※23二00以降は当直の小児科医で対応  

※基本的に、重症患者は聖マリア病院小児科医、軽症患者は開業小児科医が診療を行う。  

当該事業により、小児科医の負担が軽減し、さらに待ち時間が大幅に縮／トされた。（事業案施前待ち時間 約1時間一約20分）   

41佐賀  なし   

42長崎  なし   
43熊本  なし   
44大分  なし   

45宮崎  なし   
46鹿児島  なし   
47沖繰  なし  



8  平成20年度以降における小児救急医療体制整備計画  

平成20年度   平成21年度   

行政評価・監視（平成18年9月1日現在）では、整備率がg5％（21医療圏中  
1北海道   20医療圏）であったが、平成1g年1月から整備車が100％となったところで  

あり、引き続き二次救急医無体制の確保に努める。   
医療計画の推進にあわせ、地理的状況や医療資源の状況など、地域の現状  
に適した／小児救急医療運搬附細こついて、関係者等による協議検討を進め  
体制整備を目指す。  

2青森     方向性としては、小児科医療資源が比較的存在する地域では病院間の輪番 体制による携体の築 
等連制構を、また、／ト児科医療資源に乏しい地域では、  

地域の医療資源全体を有効に活用して病院勤精医の負担を軽減しつつ小児  
救急医痛が確保される体制構築を図る。  

0地域の開業医の参加・協力を得て、地区医師会、市町村及び地域医療の  

3岩手   核となる県立病院が連携したオープン方式による小児夜間初期救急医無体 制の構築を目指している。（小児夜間初期救急医政体制が未整備な地区の  
中から1医療圏を対象にモデル的に実施）   

○現在、休日に実施している小児救急医療支援事業を平日夜間も実施  
することをめぎす。  

○二次救急医療体制について、少ない医療資源を効率的に活用するた  
め、近隣の医療機関が協力して1カ所でのオンコール体制を構築する。  

ヰ宮城      ○現在、休日夜間に実施しているこども休日夜間安・bコール事業の平日  
夜間への拡大を図る。  

○ドクターバンク宇美等医師確保事業を推進する。  

○医療圏統合による広域化を図る。  

◇ニ次救急医無機関へ患者が集中する準夜帯（概ね午後7時3D分から午  
後柑時30分まで）や、土一日において、小児科を櫻桟する二次救急医療機関  

5秋田    が、地域の診療所の小児科医師らと連携して実施する、初期小児救急医療  
の取り組みを推進する。  

本県においては、それぞれの地域の基幹病院において、／ト児救急患者を含  
めて救急患者に対して適切に対応しており、小児の重篤な救急患者に対して  
は、小児科医がオンコール体制をとり対応している（全ての小児救急医療圏  
でオンコール体制をとっている病院があり、空白時間は生じていない）。  

なお、本県において、休日の初期救急医療体制は整備されているものの、  
6山形       平日夜間の整備が十分ではなく、県内の多くの救急病院が夜間の初期救急  

を担っており、高度医療機関への軽症患者の集中や病院勤務医の在宅料こつ  
ながるなど大きな問粗となっている。そのため、地域における救急医療体制の  
充実に向けた検討徒費及び充実された場合の初期運営橿眉に対する助成制  
度を創設している。平成20年産も引き続き地域の取組を支援してまいりたいと  
考えている。   

りト児救急医療支援事業を継続し、小児二次救急医療休制の確保を図る。  りト児救急医療支援事業を継続し、小児二次救急医療体制の確保を図る。  
・小児科を梼模する休日夜間急患センターに対して県単事業により支援を  りト児科を桟橋する休日夜間急患センターに対して県単事業により支援を  

7福島            行い、小児初期救急医療体制の確保を図る。   行い、小児初期救急医無体制の確保を図る。  
・小児電話相談事美及び／ト児医師研修事業を県単事業により実施し、   りト児電話相談事集及び小児医師研修事業を県里芋集により実施し、  
小児初期救急医療体制の環境整備を支援する。   小児初期救急医療体制の環境整備を支援する。   

8茨城  ・小児科の医療費漏の集約化・重点化計画について検討中n  
単独の小児救急医療圏で二次救急が整備できない地域を解消するため、第  

9栃木   5期保健医療計画の策定の中で、小児二次救急医療圏の再編を実施する予  
定。  
（む一次患者の救急について  度に同じ。   
・2次救急病院を受診する患者のうち、軽症患者の割合が多いことから、市  

町村実施、医師会協力の一休日夜間急患センターJの実施時間拡大を支援す  
る。  

10群馬      ②ニ次救急病院の体鰍＝ついて  
・小児救急医療支援宇美を実施する病院の医師を維持・補充するため、病  

院が小児科医を確保する際に補助を行い、空白日の先生を抑える。  
・小児救急医療に従事している医師の負担の軽減を推進する。  

本県の小児救急医無休倒は、二次救急医療圏ごとに小児救急医療支援事業  本県の小児救急医療体制は、二次救急医療圏ごとに小児救急医療支援手業  
11埼玉       又は小児救急拠点病院事業を実施し、全医療圏において体制の整備が完了  又は小児救急拠点病院事業を実施し、全医療圏において体制の整備が完了  

されている。  されている。   

地域において、日常的な／ト児医療を実施する小児科一触病院、かかりつけ  
診療所及び小児初期救急医無機閣が相互に連携を図り、小児初期救急医療  
を担います。  
また、手術や入院が必要な中等症の場合は、ニ次医療圏の「地域小児科セ  

12千葉      ンクー」において、重篤な症状の場合は、全県（複数圏域）対応の小児中核病  
院等において高度小児専門医療を受けられるよう、小児医療におけるそれぞ  
れの役割分担を明確化し、初期、二次及び三次の小児救急体制を整備しま  
すb  

都では、休日・全夜間診療事業（小児科■）を実施し、夜間・休日に常時  
小児科医が診療にあたる二次救急医療機関を島しょ地域を除く全ての  
二次保健医療周において固定・通年で確保している．  

13東京     また、島しょ地域においても入院治療が必要な救急愚者については、  
ヘリコプター等により、島しょ医療の基幹病院である都立広尾病院を中心  
として、受入可能な病院に速やかに搬送し、救急医療を提供する体制を  
整えているQ   

川神奈川   
本県では、全ての小児救急医療圏で  小児救急医療支握手美又は小児救急医療  

拠点病l完運営宇美を実施している。  

・従前から引き続き、県単事業により、初期救急医無機関（休日夜間急患セン  
クー）と二次救急医無機関（病院群輪番制病院）との連携により、複数市町村  

ほ新潟    が共同して広域的に小児救急医療償倒を構築することを支援する。  
りト児二次救急医療体制の整備については、病院群欄番制の実施日時の拡  
大検討及び輪番参加病院等のオンコール体制により取り組む。   



平成20年度   平成21年度   

当県では小児救急医療体制については、各医療圏で整備済みである。  
平成20年度においては、正しい医療楼蘭の受診の仕方や子供の急病時の  

対応についての／ト児救急ガイドブックを増刷・配布し、保護者の不安軽減によ  
5時間外診療の減少を図ることにより、病院の勤務医等の負担の軽減に努め  
5こととしている。  

在宅当番医制の活用や未設置地域における休日夜間急患センターの設置  
旨検討するとともに、地域の基幹病院と開業医が連携して「地域連携小児夜  
椚診療」を運営するなど、地域の実情に応じた医療機関相互の協力体制の強  
とについて検討。  

】県内全医療圏で小  療支援事業を実施 l  

特に、病院に勤務する小児科医が不足し、勤務条件が過酷な現状におい  
⊂、すぐに、小児科医による24時間体制の病院群輪番制を敷くことは難しい  
状況あるため、一般の2次機関（拠点型）や一般の2次機関（輪番型）による  
本朝を敷いている。  
現在、各医療圏の地域医療検討会において、小児科医療の集約化・重点化  
こついての検討が進められており、今後、地域の実情に応じた小児医療体制  
乃整備が図られるよう努めてまいりたい。  
なお、小児患者の多くが軽症患者であるため、小児初期救急医療体制の充  

臭が、病院に勤務する小児科医の負担の軽矧二繋がることから、長野県は′】  
兄初期医療体制の確保に重点を置き、′ト児患者の受診が集中する準夜帯に  
対応する、夜間の小児初期救急医療施設を地域の開業医等の協力により運  
堂する施設を支援し、小児初期救急医療体制の整備を推進している。  

〇岐阜市が実施する休日夜間急患センター（岐阜市休日急病診療所）及び  
小児初期救急センターー（小児夜間急病センター）について、対象地域を近隣市  
町に拡大する。（岐阜圏域〉  
〇関市について、小児初期救急センターを中濃厚生病院内に設置する。（中  
還圏域）  

小児救急医疲支援事業（医療提供体制推進事業費補助金）の新設メニュー  現在、12医療圏中、9医療圏で実施している小児救急医療支握手美につい   
（⑱夜間加算、⑯電話相談加算）を積極的に取り込み、各医療圏ごとの小児  
枚急医療体制の確保充実を支援している。  

県予算額  
平成18年度実績 62．951干円  

平成19年度見込 g3．658千円  

平成20年度予算案（見込）g6．614干円   

・医療圏においては小児医療に関する検言寸会が開催されている所  も、各医療圏において、小児医療に関する検討会等の開催により理   
小児救急医療体制に対応できることについて、話し合われている。   る。   

現在オンコール体制により休日・夜間に救急体制を構築している地域  保健医療圏域と東紀州保健医療圏域を対象とした小児救急医療拠   
て、医療機能提供体制推進事業費補助金や県単独補助金等により常勤もしく  指定を行うため、当該年度に病院の建て替えを行う山田赤十字病   
は非常勤医による当直休制を確保するよう各病院に働きかけを行っている。  働きかけを行っていく。   

平成20年度に各地域において、小児救急医療休制のあり方を病院や医師  
会等関係者と検討する予定  

各医療圏とも一定の′月、児救急医療体制が整備されているとの認識であるが、今後、地域の保健医療協議会等の場で検討を進め、丹後・中丹・山城南医療   
圏については、更なる体制の充実を図っていく予定   

初期救急医療体制については市町村が整備するものとされているが、近年  
の小児科医の減少傾向に加えて、新医師臨床研修制度が実施されたことに  
より、研修医のマンパワーが期待できなくなったため、従来の小児救急医療  
制を雑持することが困難となってきている。  
そこで、地域のマンパワーの広域的な有効活用による充実を図ることを目  

として、複数の市町村が共同して小児初期救急医療体制を整備する場合に、  
その立ち上がりを支援するため、施設・設備整備費、運営費に対して一定の  
補助を行う「小児救急広域連携促進事業」を実施している。  

未整備地域（南河内北部）の解消に向けて取り組む。   

1．小児施設整備について  

○阪神北広域こども急病センターの整備  
阪神北圏域の3市‘l町（伊丹市、宝塚市、川西市、猪名川町）では、地元医  

師会などの出辣協力を得て、夜間・休日の小児初期救急を行う「阪神北広域  
こども急病センター」の開設の準備を進めている。平成20年4月に、伊丹市  
陽池にオープンする予定。兵庫県も、医師の派遣調整や運営主体となる新設  
財団への基本財産の出稿等を行い、その設置を支援している。  

2．／ト児救急医（小児科医）の人材育成、確保について  
○小児救急医療研修事業  
小児科専門医以外の医師等の救急医疎開係者に対する小児救急医療研  

修を実施している。  
○女性医師再就業支援センターの設置  

結婚・出産等により離・退職した女性医師等（小児科医、産婦人科医）を対  
象に研修等を実施するセンターを（社）兵庫県医師会内に設置し、共同で事  
を実施している。  
0研修医師の県採用による確保  
臨床研修修了医師を対象に、地域の医瑳機傑へ派遣する医師を養成コー  

スごとに募集し、県税員として採用してl疇軽警成コースは、小児科、産科、  
酔、総合診療科、救急医養成コース）。  

北和地域についてもノト児科の1次救急の拠点化を市町村に働きかけていき  北和地域についても、小児科の1次救急の拠点化を市町村に働きかけていき   
たい   たい   

■特に小児初期救急に関し、勤務医と開業医との連携体制を構築す  
より各地域の医療提供休制の充実を図る。  
・小児救急電話相談事業の実施時間を拡大し（年間72日→365日）保  
医師双方の負担の軽減を図る。  
りト児科の重点化・広域化につき、その具休的な検討を行う。  
りト児科医師確俣の諸施策を推進する。  

小児救急地域医師研修事業を実施予定。  

◆医師確保対策   ◆医師確保対策   
◆小児救急電話相談事業「＃8000」   ◆小児救急電話相談事美「＃8000」   

／ト児救急拠点病院等により体制整備を検討。  

平成20年度   

当県では小児救急医療体制については、各医療圏で整備漢  
平成20年度においては、正しい医療楼蘭の受診の仕方や弓  

16富山        対応についての／ト児救急ガイドブックを増刷・配布し、保護者  
る時間外診療の減少を図ることにより、病院の勤務医等の負＝  
ることとしている。   

在宅当番医制の活用や未設置地域における休日夜間急患  
を検討するとともに、地域の基幹病院と開業医が連携して「地  

t7石川        問診療」を運営するなど、地域の実情に応じた医療機関相互（  

化について検討。   

柑福井   匝   

19山梨  

特に、病院に勤務する小児科医が不足し、勤務条件が過酷  
て、すぐに、小児科医による24時間体制の病院群輪番制を敷  
状況あるため、一般の2次機関（拠点型）や一般の2次機関（∃  

体制を敷いている。  
現在、各医療圏の地域医療検討会において、小児科医療Ⅴ  
こついての検討が進められており、今後、地域の実情に応じ7  

20長野                    の整備が図られるよう努めてまいりたい。  

なお、小児患者の多くが軽症患者であるため、小児初期救羞  
実が、病院に勤務する小児科医の負担の軽矧二繋がること力  
児初期医療体制の確保に重点を置き、／ト児患者の受診が集  
対応する、夜間の小児初期救急医療施設を地域の開業医等  
賞する施設を支援し、小児初期救急医療体制の整備を推進し   

○岐阜市が実施する休日夜間急患センター（岐阜市休日急  
／小児初期救急センターー（小児夜間急病センター）について、対  

21岐阜        町に拡大する。（岐阜圏域〉  
0関市について、小児初期救急センターを中濃厚生病院内：  
濃圏域）   

小児救急医疲支援事業（医療提供体制推進事業費補助金）（  
（⑱夜間加算、⑯電話相談加算）を積極的に取り込み、各医賓  

救急医療体制の確保充実を支援している。  

22静岡           県予算額  

平成18年度実績  62．951干円  

平成19年度見込  g3．658千円  

平成20年度予算案（見込） g6．614干円   

23愛知  ・医療圏においては小児医療に関する検言寸会が開催され   小児救急医療体制に対応できることについて、話し合われて   
現在オンコール体制により休日・夜間に救急体制を構築して  
て、医療機能提供体制推進事業費補助金や県単独補助金等  

2ヰ三重        は非常勤医による当直休制を確保するよう各病院に働きか卜   

平成20年度に各地域において、小児救急医療休制のあり：  
25滋賀     会等関係者と検討する予定   

各医療圏とも一定の′月、児救急医療体制が整備されていると（  
26京都     圏については、更なる体制の充実を図っていく予定   

初期救急医療体制については市町村が整備するものとさオ  
の小児科医の減少傾向に加えて、新医師臨床研修制度が実  
より、研修医のマンパワーが期待できなくなったため、従来の  
制を雑持することが困難となってきている。  
そこで、地域のマンパワーの広域的な有効活用による充実  

27大阪                 として、複数の市町村が共同して小児初期救急医療体制を璽  
その立ち上がりを支援するため、施設・設備整備費、運営費  
補助を行う「小児救急広域連携促進事業」を実施している。  

未整備地域（南河内北部）の解消に向けて取り組む。   

1．小児施設整備について  

○阪神北広域こども急病センターの整備  
阪神北圏域の3市‘l町（伊丹市、宝塚市、川西市、猪名川【  

師会などの出辣協力を得て、夜間・休日の小児初期救急を争  
こども急病センター」の開設の準備を進めている。平成20年  
陽池にオープンする予定。兵庫県も、医師の派遣調整や運乍  
財団への基本財産の出稿等を行い、その設置を支援してい  

2．／ト児救急医（小児科医）の人材育成、確保について  
○小児救急医療研修事業  

28兵庫                             小児科専門医以外の医師等の救急医疎開係者に対するJ  
修を実施している。  
○女性医師再就業支援センターの設置  

結婚・出産等により離・退職した女性医師等（小児科医、虐  
象に研修等を実施するセンターを（社）兵庫県医師会内に設  

を実施している。  
0研修医師の県採用による確保  
臨床研修修了医師を対象に、地域の医療機傑へ派遣す宅  

スごとに募集し、県税員として採用してl一手警成コースは、  

酔、総合診療科、救急医養成コース）。   

北和地域についてもノト児科の1次救急の拠点化を市町村  
29奈良     たい   

■特に小児初期救急に関し、勤務医と開業医との連携体制≠  
より各地域の医療提供休制の充実を図る。  
りト児救急電話相談事業の実施時間を拡大し（年間72日→  

30和歌山           医師双方の負担の軽減を図る。  
りト児科の重点化・広域化につき、その具休的な検討を行う  
りト児科医師確俣の諸施策を推進する。   

31鳥取  小児救急地域医師研修事業を実施予定。   

◆医師確保対策  
32島相     ◆小児救急電話相談事業「＃8000」   
33岡山  ／ト児救急拠点病院等により体制整備を検討。  
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平成20年度   平成21年度   

りト児救急医療拠点病院運営事業や小児救急医療支援事業．／ト児救急電話  

3ヰ広島   相談事美及び小児救急地域医蘭研修宇美を引き続き積極的に活用し．体制 整備を図る。  
・限られた小児医療資源の集約化・重点化を促進する。  

当県において、小児救急医療体制提供については、救命救急センターを含め  
て整備する方針で進めており、現在、全圏域において、／ト児救急医療体制が  

35山口    整備されていると考えている。今後は、／ト児救急医療機関への適切な受診に  
ついての普及啓発等により二次・三次救急医療機関の小児科医の負担軽減  
を図りながら、この体制を維持していく。  

36棲も  今年度改定作業を進めている医療計画の中で、小児救急医疲体制の整備 計画を定める予定  
37香川  特になし  

本県では、医療機能の集約化■重点化を進めるとともに、医療機関相互の  
連携を強化し、体系的な小児医療提供体制の整備を図ることとしており、  
小児救急医療については、地域の医療事冊こ応じて、初期、二次、三次の  

機能分担を明確化し、患者が症状に応じて適切な医療機関を受診する仕組  
みを作るとともに、医療機関相互の連携を強化し、必要な場合には、確実に  

38愛撮       専門的な医療を受けることができる休制を構築できるよう努めることとしてい  
る。  
なお、かかりつけ医機能の活用による予防の徹底や子どもの健康管理につ  

いての保護者教育や県民に対する適切な救急受診の働きかけなど、救急医  
疲体制が円汁に運用されるよう総合的な取り組みも行うこととしている。   

第5期高知県保健医療計画（見直し中）に基づき「／ト児医療体制検討会讃（仮  
39高知   称）」を設琶し、小児救急医療体制についての検討を行う。  

・小児救急医療圏の中でも身近な地域において、小児救急医療に対応できる  りト児救急医療圏の中でも身近な地域において、小児救急医療に対応できる  
よう体制整備を進める。   よう体制整備を進める。  
りト児救急医療ガイドブックの作成及び配布   りト児救急医療ガイドブックの作成及び配布  
母子像康手帳等の交付時に配布計ヰ5，000部  母子健康手帳等の交付時に配布 計45．000部   

子像康手帳等の交付時に配布計45，DOO部  
康診査時に3歳以下の／ト児を持つ保護者に  

計189，600部  

県内5つの二次保蝕医療周においては、地域のかかりつけ医や休日夜間  
急患センター等で担うこととし、重症・重篤な救急患者や高度専門医療を必要  
とする患者に対しては、二次医療瑠を基本とした「中部＋東部」医療圏、「北  
部＋西部」医療圏、r南部」医療圏という大きく3つの小児医療圏を設定し、そ  
の中で、地域小児科センター、小児中核病院といった高次医療機関を整備し  

41佐賀       て対応していきます。  
また、日常生活観等の地域の実情lニ応じて、東部保健医療圏においては福  

同県の久留米医療圏と、西部保健医療圏においては長崎県の佐世保医療圏  
と、南部保健医療圏の一部については長崎県の県央医療圏との県境を越え  
た広域的な連携が取られており、隣接する他県医療周を含めた連携体制の  
構築についても推進していきます。   

／ト児科、産科医師の養成・確保対策および周産期医療の確保、並びに病院  
拠点化や診療機能ネットワークの構築等について検討・協議するため、大学  

ヰ2長崎    教授や中核病院長等を委員とする専門部会を新たに設置した。また、この部 会のワーキンググループにおいて、新生児りト児の死亡辛が高いことの原因 究明を 
行う。  

小児救急二次医療体制が未整備である県北地域（有明・鹿本二次医療圏）に  同左   
おいて、小児科医の集約化を行うため、／ト児医療の重点化病院の整備に向  

43熊本    けた関係者の合意形成を図っていく。また、現在はオンコール休制で二次医  
療体制を維持している県南地域（八代・芦北・球磨二次医療圏）についても、  
医療体制の整備についての関係者による協議を行っていく。  

20年廉から適用する医療計画において、小児救急医療圏を設定することと  
日大分   している。（現行10医療圏→6）  

大分大学医学部と連携して小児科医師確保対策を実施する。   

○こども医療圏プロジェクト推進事業  
小児科専門研修医への研修餞金の貸与や症例研究の実施により、小児科  急拠点病院事業の適用病院の拡充  

医の安定的な確保を図るとともに、県内医療機関の拠点病院化等に取り組  
み、小児医療体制の充実を図る。（平成20年度～）  

45宮崎          ①小児科専門医育成腐保事業  

・研修費金貸与事業  

．症例研究事業 ②小児救急拠点病院整備事業  
③小児救急医療電話相談事美   

現在，1）小児圏域の統合．2）各圏域における拠点病院の設置．3）拠点病  
16鹿児島   院と地域の診療所等の連携体制の構築等を検討しているところであるが．具  

体的な年度ごとの計画までは立てていない。  

現状  を高めるためのエ夫  
本県における小児救急体制の整備率は80％となっている。  部病院（救命救急センター）が、救命救急センターとは、別体制で  

（5医療圏の内4医療圏で小児救急医痕支技手業を行っている）   を確保して、整備幸を100％とする。  
未整備の中部救急医療圏では、県立中部病院（救命救急センター）  急医療圏の民間病院参画型の輪番体制で整備車を100％とするか  
次を担っており、補助事業は受けていないが、小児救急体制は確保されてい  

ヰ7沖縄                       る。 整備率を高めるためのエ夫  
（む県立中部病院（救命救急センター）が、救命救急センターとは、別体制で  
小児科医を確保して．整備率を100％とする。  
②中部救急眉欄眉の民間病院参画型の輪番体制で整備率を100％とする力  
検討を行う。   




